
 

 

 

 

 

 

SEP(Standard Essential Patents)研究会 2020年ワークショップ 開催案内 

2020年6月1日 
SEP研究会 座長 二又 俊文  

 
新型コロナウイルスの状況に鑑み、本年度は WEB 中継によりパネルディスカッションのみを行います。 

 

１．本ワークショップの趣旨 

SEP 研究会は SEP に関する関心が高まった 2013 年に経済産業省の国際調査プロジェクトの一環

として設立され研究会を開始し、2016年以降は有志による研究会として研究会活動を継続しておりま

す。2019 年度も世界各国のSEP 動向をテーマに計 5回研究会を経済産業省で実施し、産官学及び法

曹関係者でSEP動向を討議しました。今回はそれらの成果をもとに公開ワークショップを実施致しま

す。近時の世界のSEP関連の判例や業界動向のプレゼンテーションのあと、5人のパネリストが討議

します。 
 

２．実施概要 

日程：2020年７月７日（火） 午後5時より午後6時30分（90分） 
会場：三菱総合研究所よりZOOMオンライン中継（定員150名） 
主催：SEP研究会 
後援：AIPPI（日本国際知的財産保護協会） 

 
３．プログラム 

o SEP動向と日本企業の戦略 90分               

n 挨拶 経済産業省産業技術環境局国際標準課 統括基準認証推進官 高田 元樹 
n プレゼンテーション：「近時のSEP重要判例と動向」 

松永 章吾（弁護士、ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所） 
n パネルディスカッション「2019-2020年のSEP動向と今後の企業戦略を考える（仮題）」 

パネリスト: 
川名 弘志（KDDI知的財産室長） 
芹沢 昌宏（日本電気 コーポレート技術戦略本部上席主幹） 
守屋 文彦（Nokia Technologies Japan統括責任者） 
山中 昭利（デンソー 知的財産部長） 
池田 毅 （弁護士、池田染谷法律事務所） 
コメンテーター： 長澤 健一（キヤノン常務執行役員 知的財産法務本部 本部長） 
モデレータ：二又 俊文（東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員） 

 
 



 
４．参加申し込み 

n 申込期限：7月2日（木） 
n 参加費：無料   
n 申込方法：電子メールにてSEP研究会ワークショップ運営幹事 小林 武史

（kobayashi.takeshi@mail.canon）、及び、奥岡恵美子(okuoka.emiko@mail.canon)まで申

込みください。先着順に申し込みを受け付け、開催間近になりましたら、Zoomへの招待を 
お知らせいたします。 

 
メールでの参加お申し込みの際に以下の各項目を漏れなくご記載ください。  
① 御⽒名 ： 
② 所属組織名 ： 
③ 役職： 
④ 連絡先（E-mail）： 
 

 
 

パネリスト・プレゼンテーター・コメンテーター・モデレーター紹介 

（50音順） 
池田 毅  （弁護士、池田染谷法律事務所） 

2002年京都大学法学部卒業。2003年弁護士登録。2005年～2007年公正取引委員会審

査局勤務。2008年カリフォルニア大学バークレー校修了（LL.M.）2009年森・濱田松本

法律事務所勤務。ニューヨーク州・カリフォルニア州弁護士登録。2018年10月に独占

禁止法・景品表示法・下請法等を中心的に取り扱う池田・染谷法律事務所を設立。

Chambers、Who’s Who Legalなどの国際的な弁護士ランキングで日本を代表する独禁

法弁護士の一人に選定されている。2020年5月、池田・染谷法律事務所のオフィスを有楽町に移

転。 
 

川名 弘志（KDDI知的財産室長） 
1993年第二電電（現、KDDI）入社、2000年知的財産室、2006年弁理士登録、2015
年知的財産室長。平成29年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究（スタートアップ

が直面する知的財産の課題および支援策の在り方に関する調査研究に関する委員会）委

員、令和元年 特許庁産業財産権制度問題調査研究（経営に資する知財マネジメントの

実態に関する調査研究）委員ほか。 
 
芹沢 昌宏（NECコーポレート技術戦略本部上席主幹 兼 標準化推進部エグゼクティブエキスパー

ト 兼 知的財産本部エグゼクティブエキスパート） 
NEC入社以来、マルチメディア技術に関する研究者として、日本デジタルセルラ

(PDC)、米国TIAデジタルセルラ、ITU-T、MPEG、3GPP等での標準化及び特許ライセ

ンス等のSEP活動に従事。2004年 NEC情報メディア研究所 研究部長、2012年 
NEC標準化推進部長を経て、2018年より現職。工学博士。 
 

 
 



 
長澤 健一（キヤノン株式会社 常務執行役員 知的財産法務本部長） 

1981年4月にキヤノン株式会社入社、2001年から2006年までキヤノンヨーロッパに

駐在、2008年から2010年までキヤノンUSAに駐在。2010年4月に本部長に就任。

2012年3月より取締役、2016年3月より常務執行役員。 
現在は、発明推進協会理事、知的財産研究財団評議員、工業所有権協力センター評議

員、日本特許情報機構評議員、東京工業大学非常勤講師、金沢工業大学客員教授、日本

知的財産協会 副会長、日本ライセンス協会 次期会長を兼任。産業構造審議会知的財産分科会等の委

員も務める。2015年には、特許庁による平成27年度知財功労賞「特許庁長官表彰」を受賞。 
 
二又 俊文（東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員） 

パナソニックで海外駐在後、パナソニックモバイル知財交渉責任者(CLS)、イタリア知財

管理会社日本法人社長を経て、2013 年より現職。特許庁グローバル人材育成プログラム

講師。東大戦略タスクフォースリーダー育成コース講師。SEP研究会座長、シンガポール

i2P Ventures相談役。三菱総研客員研究員。 
 
松永 章吾 （弁護士、ゾンデルホフ＆アインゼル法律事務所） 

民間企業を経て2008年弁護士登録。クロスボーダーの知財訴訟の代理のほか、多国間

で提起される特許侵害訴訟のマネジメント業務にも従事する。2013年のMicrosoft v. 
Motorola事件地裁判決言渡し直後から2014年まで、ワシントン大学ロースクール客

員研究員としてFRANDロイヤルティ問題の研究に従事。欧州及び米国のSEP裁判例

についての論稿多数。 
 
守屋 文彦（Nokia Technologies Japan統括責任者） 

元ソニー株式会社VP 知的財産センター長（2006年～2015年）。金沢工業大学イノベ

ーションマネジメント研究科客員教授（2015年～）。 
日本知的財産協会2010年度理事長、産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委

員会委員、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社支援・投資委員、特許庁 平成

30年度知的財産国際化戦略推進事業（経営における知的財産戦略）委員などを歴任。

平成29年度｢知財功労賞」特許庁長官表彰。 
 
山中 昭利 (株式会社デンソー 知的財産部長） 

1993 年に日本電装株式会社（現株式会社デンソー）に入社し、主に研究開発部門の幅広

い技術分野における出願権利化、他社特許クリアランス等を担当。1999 年から同社知財

子会社の外国特許部にて英文明細書作成、外国出願OA対応に従事。2000年から2003年

までドイツの特許事務所にトレーニーとして駐在し、ドイツ・欧州特許に関する実務・法

制度・ドイツ語を習得。帰国後は、半導体分野や自動車関連部品に関する出願権利化、他

社特許クリアランス等に加え、国内外競合・NPE との特許交渉にも従事。2011 年から全社知財戦略立

案・実行に関与し、2017年から知的財産部長としてグループの知財マネジメントを牽引している。 
日本知的財産協会常務理事、愛知県発明協会幹事。 

 
以上 


